
「魅せる収蔵庫」プロジェクト

寄附募集
吉野ヶ里遺跡をはじめ、県内の遺跡から出土した出土品はコンテナ約5万箱と膨大な数量に及びます。そのため、

学術的価値をもつ出土品は分散して収蔵されており、本物の価値が公開されず「眠っている」状態となっています。

そこで、佐賀県は出土品を一か所に集約し、収蔵したまま展示する「魅せる収蔵庫」の整備に挑戦します。この

整備により、出土品のもつ本物の価値と圧倒的な数量で来場者を魅了します。

吉野ヶ里遺跡「魅せる収蔵庫」プロジェクト事業
に活用します。

寄附の活用内容

寄附をされた方へ

寄附いただいた方には、吉野ヶ里遺跡オリジナルカードをプレゼントします。

また、個人5万円以上、法人・団体100万円以上寄付いただいた場合は、

「魅せる収蔵庫」の完成時に氏名又は法人・団体名の彫刻をします

（希望される場合のみ）。

・ 貴重な出土品の保存環境の整備
・ 収蔵庫の公開に向けた整備

例

守るだけじゃない。
魅せる、収蔵庫。
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※１ お支払いが可能な金融機関には限りがあります。詳しくは、納入通知書の裏面「納入場所」をご確認ください。また、コンビニでのお支払いは30万円以下となります。
※２ 「紙によるワンストップ特例申請」を希望された方には、後日「申告特例申請書」をお送りします。必要事項を記入し、必要書類を添付の上、所定の提出期限までにご返送ください。なお、マイナンバーカード、カメラ付き情報通信端末
　　（スマートフォン、タブレット、カメラ付きPC等）をお持ちの方は、「オンラインでのワンストップ特例申請」も可能ですので、ご利用ください。
※３ 県にご入金を確認できた日がご寄付の年となります。年末はご入金の確認に時間を要しますので、11月末日までに寄附申込書を送付してください。

お預かりした個人情報は、この申し込みに基づく寄附金の収納、お礼状等の発送、ワンストップ特例事務、広報資料の送付など、寄附金に係る事務のために使用します。また、ご本人の承諾なしに第三者に提供することはありません。
ただし、寄附金受領証明書・ワンストップ特例申請書発送等の事務にあたって、株式会社トラストバンク及び株式会社Workthyへ必要な情報を提供しますが、各法人においても個人情報の管理を徹底します。
詳しくは、佐賀県個人情報保護方針（https://www.pref.saga.lg.jp/kiji00319144/index.html）をご覧ください。

《寄附のお申し込みに必要な個人情報について、以下の事項に同意いただいたものといたします》

ふりがな 〒

住民票
の住所

都道
府県

市区
町村

ー

氏名

電話番号

（確定申告または「オンラインでのワンストップ特例申請」を行う場合は、希望しないに□）

お支払方法（後日、必要な書類を送付します。）

「紙によるワンストップ特例申請」※２を希望しますか？

5万円以上寄附いただく方▶ 建設時、氏名の彫刻を希望されますか？

50万円以上寄附いただく方▶ 知事名感謝状を希望されますか？

□ 郵便局等　□ 金融機関・コンビニ等

□ 希望する　□ 希望しない

□ 希望する　□ 希望しない

□ 希望する　□ 希望しない

※1

E-mail 寄付金額 円
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個人で応援いただく場合、A又はBの寄附申込が困難な方はこちらの申込書をご使用ください。
以下に必要事項を記入し、県税政課に右記いずれかの方法でご提出ください。①郵送 ②FAX ③メール：寄附申込書の内容を記載

■吉野ヶ里遺跡「魅せる収蔵庫」プロジェクトに関するお問い合わせ ■寄附の申し込み方法に関するお問い合わせ／寄附申込書提出先

《キリトリ》

佐賀県 文化財保護・活用室 佐賀県 税政課
税務政策・ふるさと納税担当 E-mail：sagakenkifu@pref.saga.lg.jpE-mail：bunkazaihogo@pref.saga.lg.jp

TEL:0952-25-7233 TEL:0952-25-7028 FAX:0952-25-7294
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県内法人・団体からの寄附A

クレジットカード決済によるお申し込みA

自治体への寄附は、全額損金算入され、法人税等の軽減効果（約3割）があります。

県外法人・団体からの寄附B
企業版ふるさと納税制度が活用でき、法人税等の軽減効果（最大約9割）があります。
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①県HPにある寄附申込書を県税政課へ提出

②県から後日送付する納入通知書にて、金融機関で支払い

③寄附金受領証明書の到着

④確定申告の手続き

①右の二次元コードを読み取り、必要事項を入力して決済・寄附

②寄附金受領証明書の到着

③確定申告またはワンストップ特例申請の手続き

寄附金額

寄附金額

お申し込み
はこちら

郵便局・金融機関等での現金決済によるお申し込みB
①右の二次元コードを読み取り、必要事項を入力してお申し込み

②県から後日送付する払込取扱票または納入通知書にて、

　郵便局等または金融機関・コンビニ等で支払い

③寄附金受領証明書の到着

④確定申告またはワンストップ特例申請の手続き
・この寄附は、自治体への寄附（ふるさと納税）であり、
　税制上の優遇措置があります。

1口／100,000円

1口／5,000円

寄附申込書
及び詳細は
こちら

税制上の優遇措置を受けるためには、税務
署に「確定申告」するか、佐賀県に「ワンス
トップ特例申請（紙又はオンライン申請）」を
する必要があります。  詳しくは、右の二次元
コードを読み取り、ご確認ください。

〒840-8570 佐賀市城内1丁目1番59号

お申し込み
はこちら

※郵送の場合は切手代等は自己負担となります。

（希望される場合は、「肩書＋氏名」も可能です。氏名欄へ希望される肩書も記載ください。（例：研究員  吉野ヶ里 太郎））


